
１
．
目

１
．
目

１
．
目

１
．
目

的的的 的

①
地
域
が
ん
診
療
連
携
支
援
病
院
の
指
定
更
新
に
か
か
る
指
定
要
件
の
充
足
状
況
を
確
認
す
る

②
前
回
実
地
調
査
の
検
討
項
目
に
か
か
る
改
善
状
況
を
確
認
す
る

③
第
３
期
が
ん
対
策
推
進
計
画
に
お
け
る
、
医
療
提
供
体
制
の
質
的
充
実
を
図
る

（
指
定
要
件
の
充
足
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
内
容
の
質
的
向
上
を
図
る
）

２
．
根

２
．
根

２
．
根

２
．
根

拠拠拠 拠

①
奈
良
県
地
域
が
ん
診
療
連
携
支
援
病
院
指
定
要
綱
（
令
和
元
年
6
月
2
8
日
改
正
）

②
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
等
実
地
調
査
取
扱
要
領
（
平
成
3
0
年
4
月
1
日
）

３
．
令
和
元
年
度
の

３
．
令
和
元
年
度
の

３
．
令
和
元
年
度
の

３
．
令
和
元
年
度
の
重
点
調
査
分
野

重
点
調
査
分
野

重
点
調
査
分
野

重
点
調
査
分
野

①
新
指
針
の
う
ち
、
診
療
体
制
の
診
療
従
事
者

・
A
要
件
（
必
須
要
件
）
の
充
足

・
C
要
件
（
対
応
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
要
件
）
の
充
実

②
新
指
針
の
う
ち
、
医
療
に
係
る
安
全
管
理

・
組
織
体
制
、
医
療
に
係
る
安
全
管
理
を
行
う
者
の
人
的
配
置
・
研
修
受
講
状
況

③
緩
和
ケ
ア
提
供
体
制

④
前
回
実
地
調
査
の
検
討
項
目

地
域
が
ん
診
療
連
携
支
援
病
院
の
指
定
要
件
に
か
か
る
実
地
調
査
に
つ
い
て

地
域
が
ん
診
療
連
携
支
援
病
院
の
指
定
要
件
に
か
か
る
実
地
調
査
に
つ
い
て

地
域
が
ん
診
療
連
携
支
援
病
院
の
指
定
要
件
に
か
か
る
実
地
調
査
に
つ
い
て

地
域
が
ん
診
療
連
携
支
援
病
院
の
指
定
要
件
に
か
か
る
実
地
調
査
に
つ
い
て

資
料
3
-
2

４
．
実
施
内
容

４
．
実
施
内
容

４
．
実
施
内
容

４
．
実
施
内
容

項項項 項
目目目 目

内内内 内
容容容 容

書
類
確
認
（
5
0
～
6
0
分
）

・
人
的
要
件
の
充
足
状
況
、
医
療
安
全
管
理
体
制
の
確
認

（
出
勤
簿
、
免
許
証
等
資
格
の
確
認
で
き
る
書
類
、
医
療
安
全
管
理
体
制
の

組
織
図
、
記
録
等
の
確
認
）

・
緩
和
ケ
ア
提
供
体
制
の
確
認
（
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
の
確
認
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
）

・
前
回
実
地
調
査
の
検
討
項
目
に
関
す
る
書
類
の
確
認

結
果
通
知
（
1
0
分
）

・
指
定
要
件
の
充
足
状
況
、
改
善
点
等
を
口
頭
で
通
知

５
．
実
施
状
況

５
．
実
施
状
況

５
．
実
施
状
況

５
．
実
施
状
況

指
定
区
分

指
定
区
分

指
定
区
分

指
定
区
分

医
療
機
関
名

医
療
機
関
名

医
療
機
関
名

医
療
機
関
名

実
施
日

実
施
日

実
施
日

実
施
日

奈
良
県
地
域
が
ん
診
療
連
携
支
援
病
院

国
保
中
央
病
院

令
和
2
年
2
月
4
日

済
生
会
中
和
病
院

令
和
2
年
1
月
3
1
日

大
和
高
田
市
立
病
院

令
和
2
年
2
月
6
日

１



重
点

調
査

項
目

重
点

調
査

項
目

重
点

調
査

項
目

重
点

調
査

項
目

各
病

院
の

状
況

各
病

院
の

状
況

各
病

院
の

状
況

各
病

院
の

状
況

改
善

状
況

改
善

状
況

改
善

状
況

改
善

状
況

１
診
療
体
制

(
１
)
診
療
機
能

①
集
学
的
治
療
等
の
提
供
体
制
お
よ
び
標
準
的
治
療
等
の
提
供

ク
が
ん
患
者
の
病
態
に
応
じ
た
よ
り
適
切
な
が
ん
医
療
を
提
供

で
き
る
よ
う
、
キ
ャ
ン
サ
ー
ボ
ー
ド
を
設
置
し
、
定
期
的
に
開

催
し
て
い
る
。

ⅱ
が
ん
患
者
の
身
体
的
苦
痛
や
精
神
心
理
的
苦
痛
、
社
会
的
な

問
題
等
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
行
っ
た
上
で
、
歯
科
医
師
や
薬

剤
師
、
看
護
師
、
管
理
栄
養
士
、
歯
科
衛
生
士
、
理
学
療
法

士
、
作
業
療
法
士
、
言
語
聴
覚
士
、
社
会
福
祉
士
等
の
専
門
的

多
職
種
の
参
加
を
必
要
に
応
じ
て
求
め
て
い
る

キ
ャ
ン
サ
ー
ボ
ー
ド
の
議
事
録
に
お
い

て
、
医
師
、
放
射
線
技
師
、
看
護
師
等

の
参
加
は
確
認
で
き
た
が
、
必
要
に
応

じ
て
、
よ
り
幅
広
い
専
門
的
他
職
種
の

参
加
を
求
め
る
よ
う
お
願
い
す
る
。

（
次
年
度
以
降
の
必
須
要
件
と
し
て
予

定
）

キ
ャ
ン
サ
ー
ボ
ー
ド
の
議
事
録
に
お
い
て
、

専
門
的
多
職
種
の
参
加
を
確
認
で
き
た
。

１
診
療
体
制

(
１
)
診
療
機
能

⑤
緩
和
ケ
ア
の
提
供
体
制

イ
緩
和
ケ
ア
が
が
ん
と
診
断
さ
れ
た
時
か
ら
提
供
さ
れ
る
よ
う
、

が
ん
診
療
に
携
わ
る
全
て
の
診
療
従
事
者
に
よ
り
、
以
下
の
緩
和

ケ
ア
が
提
供
さ
れ
る
体
制
を
整
備
す
る
。

ⅰ
が
ん
患
者
の
身
体
的
苦
痛
や
精
神
心
理
的
苦
痛
、
社
会
的
苦

痛
等
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
診
断
時
か
ら
外
来
お
よ
び
病
棟
に
て

行
っ
て
い
る
。

外
来
で
の
苦
痛
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
に

つ
い
て
、
平
成
2
9
年
9
月
よ
り
取
り
組

み
、
現
在
3
0
～
4
0
件
の
デ
ー
タ
が
蓄
積

し
て
い
る
の
で
、
引
き
続
き
、
評
価
・

分
析
を
進
め
て
い
た
だ
き
た
い
。

外
来
で
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
は
デ
ー
タ
を

蓄
積
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
が
、
評
価
・

分
析
に
つ
い
て
は
継
続
し
て
進
め
て
い
た

だ
き
た
い
。

ウ
緩
和
ケ
ア
が
が
ん
と
診
断
さ
れ
た
時
か
ら
提
供
さ
れ
る
よ

う
、
緩
和
ケ
ア
チ
ー
ム
に
よ
り
、
以
下
の
緩
和
ケ
ア
が
提
供
さ

れ
る
体
制
を
整
備
す
る
。

ⅰ
週
１
回
以
上
の
頻
度
で
、
定
期
的
に
病
棟
ラ
ウ
ン
ド
お
よ
び

カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
行
い
、
苦
痛
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
お
よ
び

症
状
緩
和
に
努
め
て
い
る
。

緩
和
ケ
ア
チ
ー
ム
の
病
棟
ラ
ウ
ン
ド
に

つ
い
て
、
定
期
的
に
実
施
（
毎
週
火
曜

日
）
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
が
、
電
子

カ
ル
テ
等
に
緩
和
ケ
ア
チ
ー
ム
の
氏
名

の
記
載
が
な
か
っ
た
の
で
、
記
載
を
お

願
い
す
る
。

電
子
カ
ル
テ
に
緩
和
ケ
ア
チ
ー
ム
の
指
名

の
記
載
を
確
認
し
た
。

（
病
棟
ラ
ウ
ン
ド
の
実
施
を
火
曜
日
か
ら

木
曜
日
に
変
更
。
）

■
前
回
実
地
調
査
検
討
項
目
の
改
善
状
況
に
つ
い
て

■
前
回
実
地
調
査
検
討
項
目
の
改
善
状
況
に
つ
い
て

■
前
回
実
地
調
査
検
討
項
目
の
改
善
状
況
に
つ
い
て

■
前
回
実
地
調
査
検
討
項
目
の
改
善
状
況
に
つ
い
て
(
1
/
3
)

(
1
/
3
)

(
1
/
3
)

(
1
/
3
)

６
．
実
地
調
査
の
状
況
に
つ
い
て
（

６
．
実
地
調
査
の
状
況
に
つ
い
て
（

６
．
実
地
調
査
の
状
況
に
つ
い
て
（

６
．
実
地
調
査
の
状
況
に
つ
い
て
（
奈
良
県
が
ん
診
療
連
携
支
援
病
院

奈
良
県
が
ん
診
療
連
携
支
援
病
院

奈
良
県
が
ん
診
療
連
携
支
援
病
院

奈
良
県
が
ん
診
療
連
携
支
援
病
院
））） ）

重
点

調
査

項
目

重
点

調
査

項
目

重
点

調
査

項
目

重
点

調
査

項
目

各
病

院
の

状
況

各
病

院
の

状
況

各
病

院
の

状
況

各
病

院
の

状
況

改
善

状
況

改
善

状
況

改
善

状
況

改
善

状
況

ⅷ
緩
和
ケ
ア
に
係
る
診
療
や
相
談
支
援
の
件
数
お
よ
び
内
容
、

医
療
用
麻
薬
の
処
方
量
、
苦
痛
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
結
果
な
ど
、

院
内
の
緩
和
ケ
ア
に
係
る
情
報
を
把
握
・
分
析
し
、
評
価
を

行
っ
て
い
る
。

苦
痛
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
結
果
や

チ
ー
ム
の
介
入
状
況
、
医
療
用
麻
薬
の

使
用
量
等
、
院
内
の
緩
和
ケ
ア
に
係
る

情
報
を
把
握
、
分
析
し
、
評
価
で
き
る

体
制
の
整
備
を
お
願
い
す
る
。

苦
痛
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
結
果
や

チ
ー
ム
の
介
入
状
況
、
医
療
用
麻
薬
の

使
用
量
等
に
つ
い
て
、
分
析
・
評
価
が

進
ん
で
い
な
い
の
で
、
継
続
し
た
取
り

組
み
が
必
要
。

⑥
病
病
連
携
／
病
診
連
携
の
協
力
体
制

オ
必
要
に
応
じ
て
院
内
ま
た
は
地
域
の
歯
科
医
師
と
連
携

し
、
が
ん
患
者
に
対
し
て
口
腔
ケ
ア
を
実
施
し
て
い
る
。

周
術
期
の
医
科
歯
科
連
携
の
体
制
が
未

整
備
。
平
成

30
年
度
に
、
奈
良
県
の
委

託
事
業
と
し
て
、
拠
点
病
院
、
地
域
が

ん
診
療
病
院
、
支
援
病
院
等
に
て
医
科

歯
科
連
携
の
研
修
会
を
実
施
す
る
の
で
、

当
該
研
修
を
契
機
と
し
、
連
携
体
制
を

構
築
す
る
よ
う
お
願
い
す
る
。

地
域
で
の
医
科
歯
科
連
携
の
連
絡
会
を

実
施
し
た
。

※
歯
科
医
師
側
の
医
科
歯
科
連
携
の
意

識
が
希
薄
。
今
後
継
続
し
た
取
り
組
み

が
必
要
と
の
こ
と
。

(
３
)
医

療
施

設

３
研
修
の
実
施
体
制

(
２
)
連
携
指
定
拠
点
病
院
と
の
連
携
に
よ
り
、
施
設
に
所
属
す

る
が
ん
医
療
に
携
わ
る
医
師
が
当
該
研
修
を
修
了
す
る
体
制
を

整
備
し
て
い
る
。

平
成
2
0
年
4
月
1
日
付
け
健
発
第

0
4
0
1
0
1
6
号
「
が
ん
診
療
に
携
わ
る
医

師
に
対
す
る
緩
和
ケ
ア
研
修
会
の
開
催

指
針
」
別
添
に
記
載
の
と
お
り
、
が
ん

診
療
連
携
拠
点
病
院
病
及
び
地
域
が
ん

診
療
病
院
の
病
院
長
等
の
幹
部
も
緩
和

ケ
ア
研
修
会
を
受
講
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
。
貴
院
に
お
い
て
も
、
病
院
長

の
積
極
的
な
受
講
を
お
願
い
す
る
。

病
院
長
が
緩
和
ケ
ア
研
修
会
受
講
を
修

了
し
た
。

■
前
回
実
地
調
査
検
討
項
目
の
改
善
状
況
に
つ
い
て

■
前
回
実
地
調
査
検
討
項
目
の
改
善
状
況
に
つ
い
て

■
前
回
実
地
調
査
検
討
項
目
の
改
善
状
況
に
つ
い
て

■
前
回
実
地
調
査
検
討
項
目
の
改
善
状
況
に
つ
い
て
(
2
/
3
)

(
2
/
3
)

(
2
/
3
)

(
2
/
3
)

２



重
点

調
査

項
目

重
点

調
査

項
目

重
点

調
査

項
目

重
点

調
査

項
目

各
病

院
の

状
況

各
病

院
の

状
況

各
病

院
の

状
況

各
病

院
の

状
況

改
善

状
況

改
善

状
況

改
善

状
況

改
善

状
況

５
P

D
C

A
サ
イ
ク
ル
の
確
保

（
２
）
自
施
設
の
診
療
機
能
や
診
療
実
績
、
地
域
連
携
に
関
す

る
実
績
や
活
動
状
況
の
他
、
患
者

Q
O

L
に
つ
い
て
把
握
・
評
価

し
、
課
題
認
識
を
院
内
の
関
係
者
で
共
有
し
た
上
で
、
組
織
的

な
改
善
策
を
講
じ
る
こ
と
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
実
施
状
況
に
つ

き
都
道
府
県
拠
点
病
院
を
中
心
に
都
道
府
県
内
の
が
ん
診
療
連

携
拠
点
病
院
、
特
定
領
域
拠
点
病
院
、
地
域
が
ん
診
療
病
院
に

お
い
て
、
情
報
共
有
と
相
互
評
価
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
地

域
に
対
し
て
わ
か
り
や
す
く
広
報
し
て
い
る
。

都
道
府
県
内
の
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病

院
等
に
お
け
る
情
報
共
有
や
相
互
評
価

の
実
施
に
つ
い
て
、
地
域
へ
の
広
報
等

に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い

す
る
。

（
次
年
度
以
降
の
必
須
要
件
と
し
て
予

定
）

P
D

C
A
と
し
て
、
就
労
支
援
に
つ
い
て
奈

良
産
業
保
健
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
と
包

括
協
定
を
締
結
す
る
と
と
も
に
広
報
等

に
取
り
組
ん
で
い
る
。

６
医
療
に
係
る
安
全
管
理

（
３
）
医
療
安
全
管
理
者
は
、
医
療
安
全
対
策
に
係
る
研
修
を

受
講
し
て
い
る
。

医
療
安
全
管
理
者
の
う
ち
、
部
門
長
の

医
師
及
び
薬
剤
師
の
医
療
安
全
対
策
に

係
る
研
修
の
受
講
を
お
願
い
す
る
。

（
次
年
度
以
降
の
必
須
要
件
と
し
て
予

定
）

薬
剤
師
に
つ
い
て
は
研
修
修
了
を
確
認

で
き
た
が
、
部
門
長
の
医
師
が
研
修
未

受
講
か
つ
、
年
度
内
の
研
修
終
了
の
見

込
み
が
な
い
。

■
前
回
実
地
調
査
検
討
項
目
の
改
善
状
況
に
つ
い
て

■
前
回
実
地
調
査
検
討
項
目
の
改
善
状
況
に
つ
い
て

■
前
回
実
地
調
査
検
討
項
目
の
改
善
状
況
に
つ
い
て

■
前
回
実
地
調
査
検
討
項
目
の
改
善
状
況
に
つ
い
て
(
3
/
3
)

(
3
/
3
)

(
3
/
3
)

(
3
/
3
)

重
点

調
査

項
目

重
点

調
査

項
目

重
点

調
査

項
目

重
点

調
査

項
目

各
病

院
の

状
況

各
病

院
の

状
況

各
病

院
の

状
況

各
病

院
の

状
況

１
診
療
体
制

（
１
）
診
療
機
能

①
集
学
的
治
療
等
の
提
供
体
制
お
よ
び
標
準
的
治
療
等
の
提
供

エ
集
学
的
治
療
及
び
標
準
的
治
療
等
を
提
供
す
る
に
当
た
り
、
が
ん
患
者
の
身
体
的

苦
痛
や
精
神
心
理
的
苦
痛
、
社
会
的
な
問
題
等
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
、
診
断
時
か
ら

外
来
及
び
病
棟
に
て
行
う
こ
と
の
で
き
る
体
制
を
整
備
し
て
い
る
。
な
お
、
院
内
で
一

貫
し
た
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
手
法
を
活
用
す
る
こ
と
。

入
院
で
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
は
実
施
さ
れ
て
い
る
。
外
来
で
の

苦
痛
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
は
、
化
学
療
法
室
の
乳
腺
・
外
科
に

つ
い
て
は
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
外
来
患
者
に
も
広

げ
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
す
る
。

ⅰ
緩
和
ケ
ア
チ
ー
ム
と
連
携
し
、
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
さ
れ
た
が
ん
疼
痛
を
は
じ
め
と
す

る
が
ん
患
者
の
苦
痛
を
迅
速
か
つ
適
切
に
緩
和
す
る
体
制
を
整
備
し
て
い
る
。

入
退
院
支
援
の
た
め
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
は
実
施
し
て
い
る

が
、
緩
和
ケ
ア
を
主
体
と
し
た
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
が
未
実
施
。

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
対
象
・
方
法
・
緩
和
ケ
ア
チ
ー
ム
と
の
連

携
に
つ
い
て
検
討
を
お
願
い
す
る
。

⑤
緩
和
ケ
ア
の
提
供
体
制

ウ
緩
和
ケ
ア
が
が
ん
と
診
断
さ
れ
た
時
か
ら
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
緩
和
ケ
ア
チ
ー
ム

に
よ
り
、
以
下
の
緩
和
ケ
ア
が
提
供
さ
れ
る
体
制
を
整
備
す
る
。

ⅳ
緩
和
ケ
ア
に
係
る
診
療
や
相
談
支
援
の
件
数
及
び
内
容
、
医
療
用
麻
薬
の
処
方
量
、

苦
痛
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
結
果
な
ど
、
院
内
の
緩
和
ケ
ア
に
係
る
情
報
を
把
握
・
分
析

し
、
評
価
を
行
い
、
緩
和
ケ
ア
の
提
供
体
制
の
改
善
を
図
っ
て
い
る
。

苦
痛
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
結
果
、
チ
ー
ム
が
介
入
し
た
件
数

や
医
療
用
麻
薬
の
処
方
量
に
つ
い
て
情
報
分
析
・
評
価
を
す
す

め
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
す
る
。

６
医
療
に
係
る
安
全
管
理

（
３
）
医
療
安
全
管
理
者
は
、
医
療
安
全
対
策
に
係
る
研
修
を
受
講
し
て
い
る
。

※
医
療
安
全
管
理
者

・
部
門
長
の
医
師
（
常
勤
）

・
薬
剤
師
（
常
勤
）
（
専
任
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
）

・
看
護
師
（
常
勤
、
専
従
）

・
部
門
長
の
医
師
（
常
勤
）
、
薬
剤
師
（
常
勤
）
が
医
療
安
全

管
理
研
修
未
了
か
つ
年
度
内
の
修
了
の
見
込
み
が
な
い
。
早
急

に
当
該
研
修
を
終
了
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
す
る
。

・
部
門
長
の
医
師
（
常
勤
）
が
医
療
安
全
管
理
研
修
未
了
か
つ

年
度
内
で
の
修
了
の
見
込
み
が
な
い
。
早
急
に
当
該
研
修
を
修

了
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
す
る
。

・
部
門
長
の
医
師
（
常
勤
）
が
医
療
安
全
管
理
研
修
未
了
の
た

め
、
令
和

2
年

3
月

3
1
日
ま
で
に
修
了
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
す

る
。

■
指
定
更
新
に
か
か
る
検
討
項
目
に
つ
い
て

■
指
定
更
新
に
か
か
る
検
討
項
目
に
つ
い
て

■
指
定
更
新
に
か
か
る
検
討
項
目
に
つ
い
て

■
指
定
更
新
に
か
か
る
検
討
項
目
に
つ
い
て

３



医
療

圏
名

類
型

申
請

区
分

病
院
名

前
回
未
充
足
要
件

（
猶
予
要
件
）

前
回
状
況

今
回
の
改
善
状
況

奈
良

地
域
拠
点

（
通
常
）

更
新

奈
良
県
総
合
医
療

セ
ン
タ
ー

・
医
療
安
全
管
理
者
は
医
療
安
全
管
理
研
修
を
受
講

し
て
い
る
。

・
看
護
師
は
受
講
済
み
だ

が
、
医
師
・
薬
剤
師
が
未

受
講

・
医
療
安
全
管
理
者
の

研
修
修
了
済

奈
良

地
域
拠
点

（
通
常
）

更
新
市
立
奈
良
病
院

・
専
従
の
放
射
線
治
療
に
携
わ
る
専
門
的
な
知
識
お

よ
び
技
能
を
有
す
る
常
勤
の
医
師
を

1
名
以
上
配
置

す
る
。

・
院
内
が
ん
登
録
を
担
う
者
と
し
て
、
専
従
で
中
級

認
定
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
を

1
人
以
上
配
置

す
る
。

・
医
療
安
全
管
理
者
は
医
療
安
全
管
理
研
修
を
受
講

し
て
い
る
。

・
常
勤
医
師
が
不
在

・
中
級
認
定
者
が
不
在

・
看
護
師
は
受
講
済
み
だ

が
、
医
師
・
薬
剤
師
が
未

受
講

・
常
勤
医
師

1
名
在
籍

・
中
級
認
定
者

1
名
在
籍

・
医
療
安
全
管
理
者
の

研
修
修
了
済

東
和

地
域
拠
点

（
通
常
）

更
新

天
理
よ
ろ
づ
相
談

所
病
院

・
緩
和
ケ
ア
チ
ー
ム
に
、
精
神
症
状
の
緩
和
に
携
わ

る
専
門
的
な
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
常
勤
の
医
師

を
1
人
以
上
配
置
す
る
。

・
院
内
が
ん
登
録
を
担
う
者
と
し
て
、
専
従
で
中
級

認
定
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
を

1
人
以
上
配
置

す
る
。

・
医
療
安
全
管
理
者
は
医
療
安
全
管
理
研
修
を
受
講

し
て
い
る
。

・
常
勤
医
師
が
不
在

・
中
級
認
定
者
が
不
在

・
看
護
師
は
受
講
済
み
だ

が
、
医
師
・
薬
剤
師
が
未

受
講

・
常
勤
医
師

1
名
在
籍

・
中
級
認
定
者

1
名
在
籍

・
医
療
安
全
管
理
者
の

研
修
修
了
済

西
和

地
域
拠
点

（
通
常
）

更
新

近
畿
大
学
奈
良
病

院

・
院
内
が
ん
登
録
を
担
う
者
と
し
て
、
専
従
で
中
級

認
定
者
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
を

1
人
以
上
配
置

す
る
。

・
中
級
認
定
者
が
不
在

・
中
級
認
定
者

1
名

南
和
地
域
が
ん
診
療
更
新

南
奈
良
総
合
医
療

セ
ン
タ
ー

・
医
療
安
全
管
理
者
は
医
療
安
全
管
理
研
修
を
受
講

し
て
い
る
。

・
医
師
・
看
護
師
は
受
講

済
み
だ
が
、
薬
剤
師
が
未

受
講

・
医
療
安
全
管
理
者
の

研
修
修
了
済

■
前
回
未
充
足
の
必
須
要
件
（
猶
予
要
件
）
の
改
善
状
況

■
前
回
未
充
足
の
必
須
要
件
（
猶
予
要
件
）
の
改
善
状
況

■
前
回
未
充
足
の
必
須
要
件
（
猶
予
要
件
）
の
改
善
状
況

■
前
回
未
充
足
の
必
須
要
件
（
猶
予
要
件
）
の
改
善
状
況

Ｒ
２
年
１
月

書
類
に
て
要
件
が
充
足
し
た
こ
と
を
確
認
済
み

（
勤
務
簿
、
専
門
医
の
資
格
証
、
各
組
織
図
、
医
療
安
全
に
係
る
研
修
の
修
了
証
等
）

が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
・
地
域
が
ん
診
療
病
院
の
指
定
更
新
に
つ
い
て

が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
・
地
域
が
ん
診
療
病
院
の
指
定
更
新
に
つ
い
て

が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
・
地
域
が
ん
診
療
病
院
の
指
定
更
新
に
つ
い
て

が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院
・
地
域
が
ん
診
療
病
院
の
指
定
更
新
に
つ
い
て

※
Ｒ
２
．
４
．
１
～
Ｒ
５
．
３
．
３
１
の
３
年
間
の
指
定
更
新
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
に
て
検
討
中
。

４


